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概 要  

本稿は，教員の児童虐待問題に対する認識の実情を明らかにするとともに，学校現場での児童虐待事例へ  

の対応の実態を検討するものである．幼稚園，保育園，小学校，中学校，特殊教育諸学校に勤務している教  

員153人を対象に調査を実施した．その結果，虐待を受けた子どもが在籍する学校に勤務した経験がある回  

答者は41．8％もおり，3人に1人以上が勤務校に虐待を受けた子どもの在籍を経験していることが明らかと  

なった．また，児童虐待の認識については，多くの教員に一定程度の周知がされていた．   

教員153人中，勤務校において虐待対応を経験したとする教員は53人であった．虐待事例を実際に経験・  

担当した教員の内，他の関係機関に連絡または通告した教員は21人であり，虐待の発見が必ずしも関係機関  

への連絡・通告，さらに連携・協力にはいたっておらず，学校と関係機関との連携のあり方について検討す  

る必要があることが示唆された．  

Ⅰ はじめに  

平成16年10月1日「児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律」が，また平成16年12月3日に  

は「児童福祉法の一部を改正する法律」が施行され，児童虐待の発生予防から虐待を受けた児童の自立支援  

にいたるまで，切れ目のない支援に取り組むべき旨が規定された．児童虐待問題の「発見・予防」が児童相  

談所の責務から市町村の役割に移されるとともに，学校の教職員など児童の福祉に職務上関係のあるものは，  

児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し，児童虐待の早期発見に努めなければならないことが明記  

された．このように教員には，社会問題化している児童虐待を防止するための重要な役割が課せられ，大き  

な期待が寄せられている．  

17   



岩崎  晴・子安裕佳里・伊藤 則博  

全国的な実態としては，平成14年度～15年度文部科学省科学研究費補助金研究成果報告書『児童虐待に関  

する学校の対応についての調査研究』（研究代表者 玉井邦夫）の調査研究結果によって，すでに教員の5  

人に1人以上が勤務校に虐待を受けた子どもの在籍を経験しており，虐待は「教員を長くやっていればいず  

れは遭遇する例外的な問題ではなく，たとえ経験年数が少なくとも遭遇しうる問題になっており，教育現場  

での虐待対応は急務の課題になっていること」が指摘されている．1）   

これまで，教員は家庭や地域と協力しながら，子どもを守り育ててきた．しかし，子どもを支えるフォー  

マル・インフォーマルな部分が弱体化している現在，教員は子どもの教育を行うとともに，健全な成長，発  

達を支援するフォーマルな機関の一員として，家庭と子どもの育ちを支援していかねばならない．今の時代  

がまさに教員たちにそのことを求めているのである．教員や学校が問題の全てを抱え込んだり，専門機関だ  

けに任せるのではなく，互いの役割をしっかりと認識し，共通理解，合意形成をしたうえで専門機関や関係  

者・関係機関と連携・協力し，ともに問題に取り組んでいかなければならないのである．その際に教員にも  

児童虐待問題について深い認識と対応力が求められることになる．   

そこで本稿では，児童虐待問題を取り上げて，現代の現場の教員が児童虐待問題をどう考えており，学校  

現場でどのように対応しているのかを把握し，今後の問題点と課題を明らかにすることを目的としている．  

Ⅰ 対象および方法   

1 調査対象と方法   

北海道教育大学旭川校の卒業生で現在学校教員である人々を対象に「無記名質問紙法」により調査を行った．   

調査期間は平成17年6月20日～8月26日であった．  

2 調査内容と分析の方法  

1）調査内容  

・経験した虐待事例に関すること：「虐待件数」「事例の概略」「虐待種類」「事例との関係」「虐待を疑った  

理由」「虐待後の対応」「連絡・通告理由」「通告をためらう要因」「連絡・  

通告にかかる時間」「連絡・通告までの対応」の10項目．  

・虐待通告・外部機関との連携に関すること：「早期発見義務」「通告義務」「守秘義務優先」「通告」「躊躇  

理由」「担当者」「連携メリット」「連携デメリット」「連携で  

難しいこと」「教育行政機関に望むもの」の10項目．  

・家庭と学校のかかわりに関すること：「家庭と学校のかかわり」「保護者との情報交換機会」「日常の教育  

活動」「保護者との意思疎通」「教職員同士の相談体制」「親との面接，  

面談機会」「低身長・低体重児への対応」「凍った表情・まなざしの  

生徒への対応」「不登校傾向の生徒への対応」「虐待体験を表現する  

生徒への対応」の10項目．  

・虐待判断に関すること：「虐待かどうか」「児童福祉の現業機関に連絡・通告が必要か」等の76項目．なお，  

虐待判断項目については，虐待場面の質問項目を38項目（身体的虐待，心理的虐  

待，ネグレクト 性的虐待）設定し全項目を虐待として位置づけた．  

合計103項目．   

※調査内容は平成14年度～15年度文部科学省科学研究費補助金研究成果報告書『児童虐待に関する学校の   

対応についての調査研究』（研究代表者 玉井邦夫）で用いた質問紙を参考に作成した．  
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2）回収状況   

昭和48年から平成12年の北海道教育大学旭川校幼児教育教室の卒業生中，現在教職に就いている者368名  

に配布し，153名から回答を得た．回収率は41．6％であった．  

3）基本属性についての整理   

性別については，男性70名（45．8％），女性83名（54．2％）であった．   

年齢については，20代20名（13．1％），30代68名（44．4％），40代60名（39．2％），50代5名（3．2％）であった．   

回答者の勤務校については，幼稚園勤務21名（13．7％），保育園勤務7名（4．6％），小学校通常学級勤務84  

名（55．0％），小学校特殊学級勤務27名（17．6％），中学校通常学級勤務4名（2．6％），特殊教育諸学校勤務  

15名（9．8％）であった．   

教員歴については，0～5年12名（7．8％），6～10年37名（24．2％），11～15年38名（24．8％），16～20年  

32名（20．9％），21～25年28名（18．3％），26～30年6名（3．9％）であった．  

4）分析の方法  

1次集計（単純集計），2次集計（クロス集計）を行った．なお結果の数値については実数値，及び比率  

で示し，項目間の差の検定はカイ自乗検定で行い，有意差の危険率は5％未満を有意とし，それぞれに示し  

た．  

Ⅱ 結果と考察   

1 児童虐待問題の認識と対応  

1）認識  

（1）被虐待児の在籍   

勤務校に虐待を受けたと思われる子どもが在籍したことはあるかという問いに「ある」と答えた教員は本  

調査では41．8％もおり，3人に1人以上が勤務校に虐待を受けた子どもの在籍を経験している．これは玉井  

らが行った全国的な調査結果である21．9％を大きく上回っており，虐待がすでに学校現場において特殊な問  

題ではないことを示す数字であると考える．  

（2）早期発見義務の認識   

児童虐待の早期発見義務については，多くの教員への周知がいきわたっている現状にあった（表1）．早  

期発見義務と年齢の関係では，年齢が上がるにつれて周知度も上がっており（表2），ここから児童虐待の  

早期発見義務については，現場に出てから学んだ教員が多く，年齢が上がるほど現場経験が長くなり周知度  

が上がるものと予想できる．  

（3）通告義務の認識   

児童虐待の通告義務についても，早期発見の義務と同様にほとんどの教員が認識を持っていることが分  

かった（表1）．   

児童虐待問題への認識は予想以上に高く，これは教員たちが，学校は児童虐待から避けて通ることができ  

表1 児童虐待問題への認識  

項  目   知っている  聞いたことがある   知らない   その他   計   

児童虐待の早期発見義務   100（65．4）   42（27．5）   11（7．2）   0（0．0）   153（100．0）   

児童虐待の通告義務   101（66．0）   41（26．8）   10（6．5）   1（0．7）   153（100．0）   

（）内％  
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（4）教育行政機関に望むこと   

学校現場が児童虐待により適切に対応するために，「教育行政機関に何を望むか」という間（複数回答）  

に対しては，「児童虐待対応について相談できる専門機関の整備」61．1％，「担任や担当者など個人に任せる  

のではなく，教員全体で取り組む体制をつくる」51．0％，「教員同士の児童虐待に関する意識の共有」47．7％  

であった．これらの結果から，児童虐待問題に対して，学校全体・教員全体の校内組織の中で対応しようと  

している姿を見ることができる．そして，実際の対応をするにあたり，適切な助言・指導を求めることがで  

きるような環境を求めていることがわかる．このような結果から，学校が児童虐待問題の対応にあたっては  

まだまだ手探りの状態であり，教師間においても児童虐待に対する認識の差があることがうかがえる．玉井  

らは，児童虐待問題の対応にあたり「学校として組織的・継続的な対応が可能となるようなシステムを生徒  

指導体制に組み込んでいく必要性」を主張している．1）学校には，子どもに対して児童虐待防止のための教  

育をする義務があるということと，その保護者に対しても周知，啓発を図っていく義務があるということが  

法律に明記されるなど，教員の果たす役割はますます大きくなっており，学校組織としてしっかりとした体  

制づくりが求められている．教員としての判断，対応が学校管理責任者である校長・教頭を中心に適切に行  

われるとともに，校内でのシステム作り，勉強会などが活発に行われることが期待されるのである．   

学校現場における児童虐待問題についての認識は高く，多くの教員に広く周知されていることが明らかに  

なった．しかし，児童虐待問題に対する対応については手探りの状態であり，連絡・通告の方法をはじめ校  

内での対応方法など，多くの教員への理解と周知が図られていくことが望まれる．   

現代の日本は家庭，地域，学校など子どもを取り巻く環境の変化を背景に，いじめ，不登校，非行，虐待  

など学校現場にはさまざまな問題が多数混在している状況にある．西沢は，「児童虐待は子どもの身体，認知，  

情緒，行動に重大な否定的影響をもたらし，虐待を受けた子どもに適切な保護やケアを碇供することなく放  

置した場合には，こうした影響が人格の一部として固定化し，「人格障害」と称されるような重大な人格の  

歪みとなる危険性が少なくない」と指摘している．2）虐待の早期予防・発見にあたっては，教員一人一人の  

観察眼が非常に重要であり，子どもの変化や異変を早期に的確に把握するための知識・技術が求められる．  

日々の教育活動の中での子どもの行動観察，共感的理解に基づく保護者への対応，面接，子どもを取り巻く  

さまざまな状況や背景に関する資料等を分析して，子ども理解を深め，ニーズを的確に汲み取っていく不断  

の努力こそ，虐待の早期予防，早期発見につながっていくものと考える．  

2 虐待の判断   

ここでは，虐待場面の質問項目（身体的虐待，心理的虐待，ネグレクト 性的虐待）を38項目設定し，全  

項目を虐待として位置づけ，各質問項目について「虐待でない」「虐待である」「わからない」の判断と，そ  

の行為や実態を児童福祉の現業機関に連絡や通告をする必要性が「ない」「どちらともいえない」「ある」の  

判断を聞いた．   

表4に示すように，虐待の判断項目が高率の項目と低率の項目に分かれており，「タバコの火をおしつける」  

「腹を足で蹴り上げる」等の子どもの体に目に見える傷害を与えるものや子どもの命にかかわる項目が高率で  

あり，「高熱を無理やり卜げ学校へ行かせる」「精神的不安定になっても何もしない」という，言葉や態度によ  

る暴力は個人によって受け取り方もさまざまであるので，虐待の判断が難しかったようで，子どもの被害が目  

に見えない項目では低率の結果であった．しかし，子どもの心を深く傷つける言葉や態度は心理的虐待である  

という認識を，実際に責任をもって子どもとかかわる教員たちは持っていなければならないのではないか．   

性に関する質問項目においては，虐待認識に大きなばらつきが見られた．「親が性交の様子なども含めて  

自分の異性体験を子どもに話す」「親が思春期の異性の子どもと風呂に入る」等が低かった項目だが，これ  
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らはその家庭や親ならではの考えもあり，なかなか教員が介入しづらい項目であったため，低率であったの  

かもしれない．また，「子どもと性交する」「性器を子どもに触らせる」等，明らかに子どもに不適切な行為  

を行っている項目では「通告すべきである」と答える教員が多かった．虐待判断同様に「思春期の異性の子  

どもと風呂に入る」「娘に露出度の高い服を着させる」等の親や家庭の判断に任せられており，教員が関わ  

りづらい項目では「通告すべき」と答えた人が少なかった．   

「親の帰りが遅いため，子どもはいつも夕食を一人で食べる」「子どもが仲間を家に呼んで飲酒していて  

も注意しない」等の項目は，家庭の事情や親の考え方やその家庭の子どもの教育方針も大きく影響しており，  

教員が関わりづらい項目であるためか低率であった．「パチンコ中乳幼児を単に残しておく」「乳児にミルク  

を与える回数が不足」の項目が高率であったのは，実際に似たような事件が起きたこともあり，マスコミや  

メディアの影響が大きいと考えられる．また，「病気になっても病院に連れて行かない」「言葉掛けをせず発  

達が遅れている」「いつも不衛生な服を着ている」などの項目は，教育現場で実際に目にする機会がある項  

目であると考えられ，高率であったと推測する．   

「児童福祉の現業機関に連絡や通告をする必要があるかどうか」という間に対しての結果は，虐待判断に  

おいて高率であった項目で通告の必要があると判断した教員が多かった．また，家庭でのしつけ・教育方針  

に関するであろう項目以外は，全項目を通して身体的虐待は児童相談所や福祉事務所に通告の必要があると  

考えている教員の多いことも分かった．   

子どもの体を傷つけ，直接目に見え確認できる項目については，虐待であると判断している教員が多い．  

しかし，性的，心理的な項目は，目で見てすぐに判断ができるものではないため，特に性的な項目にいたっ  

ては教員として家庭に介入しづらい項目であると考えられ，虐待の認識率が低かったものと思われる．虐待  

であるかないかの判断において大切なことは，子どもの立場になって判断することである．その子どもが今  

おかれている状況を冷静に分析し，子どもの心に寄り添って正確な判断をすることが望まれる．   

虐待の通告について，性的項目は非常にプライベートなことであり，通告した後の子どもの状況や家庭へ  

の影響を考えると，教員として通告しにくい背景があるものと考えられる．身体的暴行に関する項目は，虐  

待判断では最も高率であったが，通告すべきかの判断では一番低率であった．これらの項目は親のしつけや  

家庭の教育方針に任せられているものも多いため，通告するのをためらってしまう教員が多いのではないか，  

また，教員が通告することによってより子どもに被害が増えるものと考え，通告をためらってしまう教員が  

多いのではないかと推測する．虐待の通告については，保護者との関係を考えると学校としてなかなか思い  

切った決断ができない現状があるのかもしれない．しかし，虐待と判断しておきながら，命の危険が無いか  

らと虐待が起きている場所に返すことは子どもを谷底に突き落とすに等しいことである．子どもを守ること  

を最優先とし，勇気を持って虐待が繰り返されることの無いような状況を作り出すための行動を起こすこと  

が求められる．  

表4 虐待の判断  n＝153（％）  

質  問  項  目   虐待である   連絡・通告の必要性あり   

タバコの火をおしつける   148（98．0）   147（96．7）   

腹を足で蹴り上げる   149（98．0）   130（86．1）   

酒に酔い叩く   135（89．4）   125（82．2）   

叩いたら医者による治療が必要になった   114（75．5）   101（66．9）   

叩いたが怪我やあざは生じなかった   47（30．9）   31（20．4）   

幼児が刃物で遊んでいても止めない   55（36．4）   69（45．4）   
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高熱を無理やり下げ学校へ行かせる   29（19．1）   20（13．2）   

家に帰らず食事を作らない   137（90．7）   126（82．9）   

叩いたらあざができた   105（69．5）   84（55．6）   

夜中まで外に立たせる   127（83．6）   74（49．0）   

兄弟姉妹と比べる   52（34．4）   9（5．9）   

罰として長時間正座させる   79（52．0）   33（21．9）   

精神的不安定になっても何もしない   54（35．8）   56（36．8）   

いらない子だという   112（73．7）   43（28．3）   

一切無視する   139（92．1）   117（77．0）   

殺すと言い包丁を突きつける   146（96．7）   142（93．4）   

罰として坊主にさせる   68（44．7）   31（20．4）   

帰ってきても家に入れない   71（46．7）   56（36．8）   

罰として大事なおもちゃを捨てる   34（22．4）   6（4．0）   

思春期の異件の子どもと風呂に入る   22（14．5）   13（8．6）   

性器を子どもに触らせる   145（95．4）   134（88．2）   

年齢不相応な早期教育をする   48（31．8）   15（9．9）   

娘に露出度の高い服を着させる   54（35．8）   23（15．1）   

子どもと性交する   148（97．4）   142（93．4）   

思春期の娘の胸を触る   126（82．9）   96（63．8）   

子どもの性器を触る   133（87．5）   126（82．9）   

親の異性体験の話を話す   50（33．1）   33（21．7）   

ポルノビデオを見せる   110（72．8）   91（59．9）   

パチンコ中乳幼児を車に残しておく   130（85．5）   87（57．2）   

夕食をいつも一人で食べる   21（13．8）   13（8．6）   

泣いても無視して抱っこしない   62（40．8）   33（21．9）   

子どもが寝てから夫婦で遊びに行く   42（27．6）   36（23．7）   

子どもが飲酒していても注意しない   41（27．2）   65（42．8）   

いつも不衛生な服を着させる   117（77．5）   86（56．6）   

言葉掛けをせず発達が遅れる   90（59．2）   94（61．8）   

ギャンブルに金を使い給食費が払えない   58（38．2）   70（46．1）   

病気になっても病院へ連れて行かない   115（76．7）   113（74．8）   

乳児にミルクを与える回数が不足   85（55．9）   84（55．6）   

3 虐待対応経験の状況   

教員153人中勤務校において虐待対応を経験した教員は53人であり，その中の9割以上の教員は1～3例  

の被虐待児に遭遇しており，中には10例以上の虐待事例に遭遇したことがある教員もいた．以下，その事例  

について検討した．   

被虐待児の所属と性別の関係では，すべての所属において男子児童生徒の方が虐待を受ける割合が高い結  

果となった．これは就学前・小学校においては女子より男子のほうが活発で親の手がかかるためと予想する．  
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表5 虐待種別（複数回答）  

就学前児童 n＝7（％）   小学校 n＝43（％）   中学・高等学校n＝3（％）   

身体的虐待   4（57．1）   26（61．9）   1（33．3）   

心理的虐待   1（14．3）   14（33．3）   1（33．3）   

性的虐待   0（0．0）   1（2．4）   1（33．3）   

ネグレクト   3（42．9）   16（38．1）   1（33．3）   

DV目撃   0（0．0）   2（4．8）   0（0．0）  

虐待種別において身体的虐待が多い（表5）．その理由として，身体的虐待は他の3つの虐待と違い，傷  

やあざとなって実際に目で確認できるので，発見される場合が多いためだろう．   

虐待を疑う理由としては，就学前・小学校では子どもの言動や子どもの身体的様子から疑うことが多い（表  

6）．これは虐待を受けている場合，子どもの会話の中に虐待を疑うような内容が出てきたり，明らかに問  

題のある身体的行動や様子が見受けられたりすることがあるためと思われる．また中学・高等学校では，子  

どもも自分が虐待を受けていることへの認識はあるが，周囲にはなかなか状況を話さず，隠そうとする心理  

が働き，子どもの言動から疑うことは難しくなるのではないかと考える．この結果から，教員には子どもの  

言動や様子をよく観察し子どものSOSサインを的確にキャッチする視点や，虐待に関する深い知識，理解  

が必要であると考える．  

表6 虐待を疑った理由（複数回答）  

質問項目   就学前児童 n＝7（％）   小学校 n＝43（％）   中学・高等学校n＝3（％）   

身体的様子   4（57．1）   22（51．2）   1（33．3）   

子どもの言動   5（71．4）   21（48．8）   0（0．0）   

登校状況   2（28．6）   7（16．3）   1（33．3）   

親の言動   2（28．6）   8（18．6）   0（0．0）   

教職員の連絡   2（28．6）   14（32．6）   0（0．0）   

学校内の通常生活   1（14．3）   6（14．0）   0（0．0）   

家庭訪問時   1（14．3）   8（18．6）   1（33．3）   

その他   1（14．3）   8（18．6）   1（33．3）  

虐待を疑った後の対応としては，「対応の仕方が分からず放置した」という回答は極めて少なかった．し  

かし，皆無でなかったことは問題である．個人では関係機関への通告よりも，まずは学校の管理責任者であ  

る校長・教頭に連絡することが多く，虐待の発見がすぐに関係機関への通告につながっていない現状がある．  

しかし，児童虐待の通告義務を「知っている」「聞いたことがある」と回答した教員が92．8％もおり，児童  

虐待の通告義務は知っているが，個人として関係機関への連絡・通告することはできていない現状がうかが  

える（表7）．   

他の関係機関（警察，児童相談所，福祉事務所，保健所・保健センター，病院・医師，弁護士，教育委員  

会，民生児童委員，法務局・人権擁護委員，その他）に連絡・通告した事例（就学前2人，小学校18人，中  

学・高等学校1人）全体に対する「連絡・通告したのはなぜか」という問いに対しての結果は，「学校内だ  

けでは対応できない」「通告して連携を求める方がよりよい解決が望めると考えた」と回答した割合が高く，  
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表7 虐待を疑った後の対応（複数回答）  

質  問  項  目   就学前（n＝7）   小学校（n＝43）   中学・高等学校（n＝3）   

校長・教頭に連絡した   28．6％   28．4％   22．2％   

警察に連絡・通告した   14．3％   18．9％   11．1％   

児童相談所に連絡・通告した   7．1％   0．0％   0．0％   

福祉事務所に連絡・通告した   14．3％   13．7％   11．1％   

保健所・保健センターに連絡・通告した   7．1％   3．2％   11．1％   

病院・医師に連絡・通告した   7．1％   1．1％   0．0％   

その他の関係機関に連絡・通告   0．0％   5．3％   11．1％   

教育委員会に連絡・通告した   0．0％   6．3％   11．1％   

法務局・人権擁護委員に連絡・通告した   0．0％   0．0％   11．1％   

対応の仕方がわからず何もしなかった   0．0％   1．1％   0．0％   

その他   14．3％   13．7％   11．1％   

同僚または主任に相談した   7．1％   8．4％   0．0％   

表8 他の関係機関に連絡・通告した理由（複数回答）  

質  問  項  日   就学前 n＝2（％）  小学校 n＝18（％）  中学・高等学校n＝1（％）   

自分だけでは対応の限界を感じた   0（0．0）   5（27．8）   0（0．0）   

学校内では対応できない   0（0．0）   11（61．1）   1（100．0）   

子どもの状態がひどいため   0（0．0）   1（5．6）   0（0．0）   

上司の指示・勧め   1（50．0）   5（27．8）   0（0．0）   

法律で義務づけられているから   0（0．0）   5（27．8）   0（0．0）   

虐待が深刻化したから   1（50．0）   3（16．7）   0（0．0）   

解決が容易だから   2（100．0）   11（61．1）   0（0．0）   

その他   0（0．0）   2（11．1）   0（0．0）   

学校内での虐待問題対応に限界を感じたから関係機関に連絡・通告するという傾向と，関係機関との連携メ  

リットをきちんと認識し，連絡・通告をしている教員がいることがうかがえる（表8）．また，「連絡・通告  

をためらう理由は何か」という問いに対しての結果は，「虐待であるという判断に自信がなかった」「もっと  

事実関係を把握してから通告しようと思った」と回答した割合が高かった．さらに，「子どもにさらなる被  

害が出るのではないかと思った」と回答した割合も高く，連絡・通告後に関係機関がどのように対応してい  

くのか不安を持っている教員がいることも明らかとなった．ここから，学校と関係機関がお互い自分たちの  

果たすべき役割を認識し，ともに協力して虐待問題を解決していくという意識の共有が十分なされていない  

現状がうかがえる．   

「虐待を疑ってから，他の関係機関へと連絡・通告するまでにどのくらいの時間がかかったか」という問  

いに対しての回答は，就学前児では，連絡・通告に1週間以上または1ケ月以上かかったと回答しており，  

虐待問題に対する対応が遅く，問題を抱え込んでしまっている現状がうかがえる．また，小学校においては，  

2日以内に連絡・通告したとされるケースは22．2％しかなく，他機関連携に対する対応の遅さが見える．学  

校の「問題抱え込みすぎ現象」とも言うべき現状は，問題をより深刻化させる危険性があり，非常に問題が  
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ある．問題が深刻であればあるほど，学校と家庭と地域社会との協力，教員とそれ以外の専門家との連携・  

協働が一層重要なものとなるからである．   

玉井らは，学校が通告を躊躇する根底には「限界まで自力対応の道を探らなければならない」と考える姿  

勢があり，この姿勢は，「伝統的に学校に担わされてきた責任の大きさによるところも大きく，一概に責め  

られるべきことがらではない」という．1）しかし，学校は社会から求められている使命を認識し，関係機関  

との適切な連携の下，協力し，迅速に対応にあたっていかなければならないのである．   

子どもの抱える問題に対してさまざまな分野が連携・協力し総合的な支援を行うためには，地域の多様な  

資源の活用は不可欠である．さまざまな考えを持つ多様な分野の人たちとの連携・協力の下に，子どもの育  

ちを総合的な視点で支援していく必要がある．よって，児童養護施設の職員や児童福祉司などの専門職が必  

要に応じて教員にコンサルテーションを行うなどの教育現場と福祉現場・医療現場の連携を進めるととも  

に，問題に対して教育，福祉，医療等と有意義な連携を図るためのコーディネート能力が教員には求められ  

ている．これらは，さまざまな考えを持つ多様な分野の人たちとの連携・協力の下に，子どもの育ちを総合  

的な視点と体制で支援していかなければならないと考える．  

4 虐待事例   

回答のあった教員153人中，勤務校において虐待事例を実際に経験・担当した教員は53人であった．その  

内学校から関係機関に連絡・通告されたとされる事例（21例），就学前2人，小学校18人，中学・高等学校  

1人の中から3例をとりあげてここで紹介する．  

（1）『子どものサインから虐待を発見したケース』  

対象児   小1 男   

虐待種別   身体的虐待   

対象児との関係   学年の教員   

虐待を疑った理由   子どもの身体的様子から，言動から，学校での身体測定のときに   

虐待を疑った後の対応   校長・教頭に相談  

関係機関に連絡・通告した（民生児童委員）   

他の関係機関に連絡・通告した理由  法で通告が義務付けられているから   

連絡・通告に対するためらいの有無  あり   

（ためらいの理由）   理由：もっと事実関係を把握してから通告しようと思った  

通告手続きが煩わしかった  

子どもに史なる被害が出るのではないかと思った  

通告後の連携のとり方に不安があった   

連絡・通告するまでの時間   2日以内  

このケースは，教員が学校生括の中で子どもの身体的様子や言動，身体測定のときに身体的虐待を疑い，  

民生児童委員に通告を行っている．ここから，日々の教育活動の中で，子どもの様子や変化などを丁寧に観  

察して子どもからのサインを適切に把握し，校内で管理職とも話し合った結果，関係機関へ連絡・通告して  

いる様子がわかる．そして，この連絡通告は2日以内に行われており，とても迅速な対応である．しかし，  

関係機関への連絡・通告に対してはためらいがあり，その理由としては「通告手続きが煩わしかった」「子  

どもに更なる被害が出るのではないかと思った」「通告後の連携のとり方に不安があった」があげられた．  

ここから，関係機関との連携のとり方，連絡・通告後の連携の取り方に対する学校側の不安がうかがえる．   

教員は大勢の子どもたちと接する中で，一人ひとりの様子，変化などを細やかに見ていかなければならな  
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い．本ケースのように，子どもは言動や態度などで間接的に虐待を受けているというサインを出しているこ  

とが多い．日々の生活の中で，子どもを見つめる温かな目と，異変を察知する冷静な目の両方を兼ね備えて  

いなければならないと考える．  

（2）『保健師との連携ケース』  

対象児   小2 女   

虐待種別   ネグレクト   

対象児との関係   学級担任   

虐待を疑った理由   衣服の状況，低身長・低体重，給食の食べ方の異常から   

虐待を疑った後の対応   校長・教豆引こ相談  

関係機関に連絡・通告した（児童相談所，保健師，民生児童委員）   

他の関係機関に連絡・通告した理由  学校内だけでは対応できないと思った  

通告して連携を求める方がよりよい解決が望めると考えた   

連絡・通告に対するためらいの有無  

（ためらいの群由）   

連絡・通告するまでの時間   1ケ月以上  

このケースは，保健師が生後から観察・指導に当たっていた児童である．学級担任が給食の食べ方の異常，  

1年間の体重の増加がほとんど見られず低身長・低体重の身体的様子，兄妹で持ち物や衣服に差がはっきり  

と見られることから不審に思い，最初は保健師との相談から始まり，その後の状況・実態からネグレクトと  

判断したケースであり，その後，児童相談所，民生児童委員へ連絡・通告している．   

保健師が生後から，観察・指導に当たっていた経緯があり，生後間もないころから本児を見守ってきた保  

健師との連携により，学校側も本児の状態を詳しく把握することができ，関係機関の見守り，協力・連携の  

もとに取り組むことができた様子がうかがえる．また，関係機関への連絡・通告に対するためらいがないこ  

とから，何かあったときには互いに連絡・相談しあい取り組んでいこうという，保健師との信頼関係ができ  

ていることがうかがえる．   

学校と関係機関が連携を組むに当たっては，互いに共通認識を図る機会が保障され，事例についてチェッ  

クし，確認しあいながら，それぞれの役割を的確に認識し，それを有意義に担っていかなければならない．  

特別支援教育の始まりにともなって，学校には，他機関と共通認識・目標のもとに，互いの専門性を発揮し  

たネットワークを組むことができるコーディネート能力が，新しい専門性として求められている．  

（3）『関係機関と連携後に不安を抱いたケース』  

対象児   小4 男   

虐待種別   身体的虐待・心理的虐待   

対象児との関係   学年の教員   

虐待を疑った理由   子どもの身体的様子から，登校状況から   

虐待を疑った後の対応   校長・教頭に相談  

関係機関に連絡・通告した（児童相談所）   

他の関係機関に連絡・通告した理由  通告して連携を求める方がよりよい解決が望めると考えた   

連絡・通告に対するためらいの有無  あり   

（ためらいの理由）   理由：虐待であるという判断に自信がなかった  

誰が通告したかわかってしまうことを恐れた   

連絡・通告するまでの時間   3日以内   
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児童虐待問題に対する教員の意識と対応の実態  

このケースは，子どもの身体的様子と，登校状況から身体的虐待・心理的虐待を疑い，児童相談所へ通告  

している．関係機関への連絡・通告には「虐待であるという判断に自信がなかった」「誰が通告したかわかっ  

てしまうことを恐れた」というためらいがあったが，通告は3日以内に行われており，迅速な対応がうかが  

える．   

本ケースでは，学校は児童相談所への通告の際に「虐待かもしれないという疑いの段階である」ことを伝  

え通告したが，児童相談所はいきなり家庭に押し入り，その後家庭と学校の間で大きな問題となってしまっ  

たという経緯があった．学校としては，「まだ疑いの段階であると伝えたにもかかわらず，急に家庭に押し入っ  

てもらわれては困る」「児童相談所の対応のしかたについて十分検討していただかないと連絡・通告は難し  

い面がある」と考えていることが明らかになった．ここでは，学校と児童相談所の間に十分な話し合いの機  

会がなく，共通認識・理解の上での連携ではなかったようだ．ただ単に連絡・通告し，ネットワークを組む  

だけではなく，そこには共通認識・理解と綿密な支援計画とがなければ機関連携は有意義に機能しないので  

ある．  

Ⅳ まとめ  

教育現場での児童虐待の現状としては，3人に1人以上の教員が勤務校に虐待を受けた子どもの在籍を経  

験していることが明らかとなった．また児童虐待問題への認識として，児童虐待の早期発見義務については，  

多くの教員が周知している現状にあり，児童虐待の通告義務についても早期発見義務と同様にほとんどの教  

員が認識を持っていることが示された．最近の調査でも，学校現場の児童虐待への認識が急速に深まってい  

ることが示されている．4）   

児童・生徒が虐待を受けている可能性があると判断して児童相談所・福祉事務所への通告状況を見ると，  

教員歴が長くなるにつれて必ず通告するという割合が高くなっている．   

教員が児童相談所・福祉事務所への通告を躊躇する理由としては，もっと学校側で虐待であるという事実  

をきちんと確認してから通告へつなげたいと考えていること，また，虐待であるという判断に自信が持てず  

通告を躊躇してしまっている現状や，児童虐待問題に対して他機関と連携するうえで学校の持つ価値観と児  

童相談所・福祉事務所等の価値観に食い違いがあると考えていることが分かった．しかし連絡・通告し，他  

の機関と連携することで解決のためのさまざまな手段や対応ができると考えている教員もいることも明らか  

となった．そして，学校現場は児童虐待問題に対して，学校全体・教員全体の校内組織の中で対応しようと  

しており，具体的な対応をするにあたり，専門機開から適切な助言・指導を求めていることが明らかとなっ  

た．   

虐待を疑った後の対応としては，関係機関への通告よりも，まずは学校の管理責任者である校長・教頭に  

連絡することが多く，個人としての虐待の発見がすぐに関係機関への通告につながっていない現状があるこ  

とが示された．   

学校は児童虐待問題に対して早期発見，的確で迅速な対応など大きな役割を担っている．また，教員一人  

ひとりが児童虐待について問題意識を持ち，対応策を認識していることが求められる．   

最後に，被虐待児にとって学校教育は非常に重要であり，「知ることの楽しさを教える」「できないことを  

叱らない」「真撃に教える」「関心の高い領域を中心に教える」「必要に応じて個別指導をする」「ポジティブ  

ストロークをする」「一貫した態度をとる」「適切な行動の教示をする」「他児との間の仲介役をする」など，  

それを綿密に行えば被虐待児にとって学校は非常に重要な成長の場となるのである．5）また，現在児童虐待  

に関しては，可能な限り在宅の中でケースワークを行っていくという考え方になってきており，教員は虐待  
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を受けながらも毎日登校してくる子どもの心身のケア，親に対する援助も担わなければならない状況にある．  

このような中で，教員は日常的に保護者とコミュニケーションをとり，情報交換をするなどの意思の疎通を  

図り，生徒理解を深め，保護者の子どもに対する思いや家庭の教育方針を知ることが重要である．子どもは  

特定の誰か（保護者）によってのみ育てられるのではなく，子どもを取り巻く人間関係の全体で育てられる  

のであり，教員も保護者とともに子育てを共有する立場から，保護者の相談に応え，一緒に考え，対応しな  

がら家庭とかかわっていくべきであると考える．学校とは今や一定の年齢の子どもに対して網羅的に対応す  

ることができる唯一のシステムであり，この学校が持っている特性を十分発揮できるような人材育成と対応  

システムの構築が望まれている．  
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